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ク
シ
ミ
リ
や
電
子
メ
ー
ル
等
に
よ
り

　
申
し
込
む

※
申
込
書
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▼
受
講
要
件

①
講
座
受
講
前
に
送
付
す
る
教
材
で
自

宅
学
習
を
実
施
し
、
講
座
当
日
に
履

修
確
認
レ
ポ
ー
ト
（
穴
埋
め
形
式
）

を
提
出
す
る
こ
と
。

②
11
月
2
日
・
3
日
の
2
日
間
に
わ
た

り
講
座
を
受
講
す
る
こ
と
。（
１
講
座

あ
た
り
60
分
、
2
日
間
で
12
講
座
）

③
11
月
3
日
講
座
終
了
後
、
日
本
防
災

士
機
構
の
資
格
取
得
試
験
を
受
験
す

る
こ
と
。

▼
費
　
用

⑴
町
内
在
住
の
方

　
防
災
士
登
録
料
5
，
0
0
0
円

※
教
本
購
入
費
と
試
験
受
験
料
は
町
が
負

担
し
ま
す
。

⑵
町
外
在
住
の
方

　
受
講
に
必
要
な
費
用
全
額
が
自
己
負
担（
防

災
士
教
本
購
入
費
4
，
0
0
0
円
、
防
災

士
資
格
取
得
試
験
受
験
料
3
，
0
0
0
円
、

防
災
士
登
録
料
5
，
0
0
0
円
）

▼
注
意
事
項

⑴
防
災
士
登
録
に
は
、
救
急
救
命
講
習

　
の
受
講
証
明
が
必
要
で
す
。
受
講
し

　
て
い
な
い
方
や
有
効
期
限
が
切
れ
て

　
い
る
方
は
、
消
防
署
で
実
施
す
る
普

　
通
救
命
講
習
ま
た
は
日
本
赤
十
字
社

　
が
実
施
す
る
救
命
法
基
礎
講
習
等
を

　
受
講
す
る
こ
と
が
防
災
士
登
録
必
条

　
件
で
す
。

　
良
好
な
景
観
形
成
や
屋
外
広
告
物
の

適
正
な
管
理
等
を
推
進
す
る
た
め
、
全

国
的
に
9
月
1
日
〜
10
日
を
「
屋
外
広

告
物
適
正
化
旬
間
」
と
定
め
て
い
ま
す
。

こ
の
期
間
を
中
心
に
屋
外
広
告
物
の
規

制
制
度
の
周
知
や
、
違
反
広
告
物
等
の

パ
ト
ロ
ー
ル
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
広
告
物
を
掲
出
し
て
い
る
事
業
者
の

皆
さ
ん
に
は
、
条
例
に
適
合
し
て
い
る

か
等
の
確
認
を
お
願
い
す
る
と
共
に
、

取
組
み
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　
建
設
課
都
市
計
画
係

　
☎
72‐

6
9
0
7

屋
外
広
告
物
適
正
化
旬
間

※
10
月
19
日
㈯
、
20
日
㈰
午
前
9
時
〜

正
午
に
、
那
須
消
防
署
に
て
普
通
救
命

講
習
（
無
料
）
を
開
催
し
ま
す
。

希
望
さ
れ
る
方
は
、
併
せ
て
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

⑵
受
講
者
が
確
保
で
き
な
い
場
合
は
、

講
座
が
開
催
で
き
な
い
可
能
性
が
あ

り
ま
す

▼
そ
の
他　
防
災
士
養
成
講
座
を
受
講

し
、
試
験
に
合
格
後
防
災
士
登
録
を

さ
れ
た
方
は
、
自
主
防
災
組
織
の
育

成
・
指
導
、
防
災
訓
練
等
各
種
防
災

行
事
へ
の
参
加
、
災
害
発
生
時
の
町

へ
の
被
害
情
報
提
供
等
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

▼
申
込
み
・
問
合
せ　
総
務
課
危
機
管
理
係

　
☎
72‐

6
9
0
1　

　
地
域
で
率
先
し
て
防
災
活
動
を
行
う

地
域
防
災
リ
ー
ダ
ー
を
養
成
し
、
地
域

に
お
け
る
自
主
防
災
力
を
高
め
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
今
年
度
も
大
田
原
市

と
合
同
で
防
災
士
養
成
講
座
を
開
催
し

ま
す
。

　
防
災
に
興
味
の
あ
る
方
や
、
地
域
で

の
自
主
防
災
活
動
に
参
加
す
る
方
々
の

積
極
的
な
受
講
申
し
込
み
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

▼
日
　
時
（
２
日
間
）　

 

・
11
月
2
日
㈯
午
前
8
時
45
分
〜
午
後

5
時
55
分

 

・
11
月
3
日
㈰
午
前
9
時
〜
午
後
4
時

45
分

▼
場
　
所　
大
田
原
市
役
所
湯
津
上
支

所
1
0
3
・
1
0
4
会
議
室
（
大
田

原
市
湯
津
上
5
‐
1
0
8
1
）

▼
対
　
象　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

 

・
町
内
在
住
の
方

 

・
資
格
取
得
後
、
町
と
協
働
し
て
活
動

が
で
き
る
方

 

・
資
格
取
得
後
、
町
内
の
自
主
防
災
組

織
等
へ
の
活
動
支
援
が
で
き
る
方

▼
定
　
員　
30
名
（
先
着
順
）

▼
募
集
期
間　
9
月
30
日
㈪
ま
で

▼
受
付
時
間　
平
日
の
午
前
8
時
30
分

〜
午
後
5
時
15
分

▼
申
込
方
法

　
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
フ
ァ

防
災
士
養
成
講
座
の
受
講
者
を

募
集
し
ま
す

　令和６年は計量法に基づく「はかり」の定期検査の年です。商店での取引や薬剤の調合のはかり、
病院・学校などで証明に使用している体重計などは、2 年に一度の検査が必要です。
※はかりの種類、性能に応じた手数料がかかります。令和 4 年度以降に新規に開業した場合等はご連
絡ください。

タ
ウ
ン
ト
ピ
ッ
ク
ス

子
育
て・

ほ
け
ん
だ
よ
り

生
涯
学
習
だ
よ
り

図
書
館
だ
よ
り

カ
メ
ラ
ス
ケ
ッ
チ

那
須
高
校
タ
イ
ム

み
ん
な
の
広
場

カ
レ
ン
ダ
ー

無
料
相
談
会・

消
費
の
豆
知
識

タ
ウ
ンinform

ation

「はかり」の定期検査を実施します

申込みフォーム

ホームページ

※
詳
細
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
観
光
商
工
課
商
工
係　

　
☎
72‐

6
9
1
8

日　時

10月23日（水） ・午前10時～正午
文化センター

高原公民館

・午後1時～3時

・午前10時30分～正午

・午後1時～2時30分

24日（木）
〜

10月25日（金）

場　所


